
８　所属名 山梨県地域公共交通協議会

７　随意契約の理由及び
　　根拠法令
(企画提案審査方式の場合)

　山梨県内の地域公共交通は、利用者減少や収支の悪化、
運転士不足などにより、その活動を確保・維持することが
厳しい状況におかれている。
　そのような状況を各種交通モードの連携や多様な輸送
サービスを活用することで、持続可能な公共交通網の確
保・維持を図るために、「山梨県地域公共交通計画」を策
定することとし、本業務はその計画策定を円滑に進めるこ
とを目的とする。
　本業務はその性質上、事業者から企画提案を公募するこ
とにより、事業者の企画力、ノウハウ、事業実績、業務遂
行体制等により期待できる成果が大きく変わってくるもの
であり、現実的かつ抜本的な交通計画を策定するために
は、複数の事業者から企画提案を受け、目的に合致したプ
ロモーションを行える者を公平に審査することが適当であ
る。
　よって、その性質上本契約は競争入札に適さないものと
して、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により選定
した業者と随意契約とする。

公　表　項　目

375

内　　　　　　容

１　契約名 山梨県地域公共交通計画策定支援業務委託

２　審査年月日
(入札の場合は落札者決定日)

令和４年６月２７日（月）

６　契約締結年月日 令和４年７月上旬

４　契約の方法 企画提案審査随意契約

５　落札者(契約者)の名称 一般財団法人計量計画研究所

３　総合評価の審査結果

企画提案審査方式による選定結果一覧表

一般財団法人
計量計画研究所

（業者）


